
資料２－２
中・長期開門調査に係る検討項目 第５回委員会意見追加（要約）

（第５回資料２－３に、第５回委員会での意見を追加し、修正したもの）

調 査 開門調査にあたっての （１） （２） （３）
開門総合調査の成果 検討キーワード 調査によって期待される成果 調査実施に想定される 調査にあたっての留意事項

項 目 (ノリ委｢見解｣より) 影響とその対策

・開門調査に先だち、２～３年かけた環境影響評価、シミ自 ①潮位・潮流 ［Ａ 得られる成果についての意見］ ［Ａ 影響］○潮受堤防の有無による潮位・潮流への影 ○潮位
、 、然 (流動の変化) 響について検討したところ、大潮差（年 ・大きく長期間の開門調査により、諫早湾内の流動や入退潮量の著し ・全開にした場合 その過程で高濃度の濁りが発生 また、 。 、 ュレーションによる影響予測 調整池背後地の防災管理

漁民と背後地住民の同意が必要。・ 平均値）では、有明海湾央の三角地点で い低下、物質輸送や底泥の巻き上げ沈降などの特性の変化等の現象 南北樋門間の潮受堤防近傍に浮泥が堆積することが想定○潮流 。
約0.8％、有明海湾奥の大浦地点で約1.5 について、知見が得られる可能性｡生

・開門調査に要する背後地対策などの準備期間、諫早湾周態 ％程度の差となるとともに、潮流ベクト ・調整池内の生態系変化、諫早湾内の泥の流出による漁場
辺の漁場環境が急変する等のリスクが大きく、対策にも

（

ル(大潮時)と平均流ベクトルによる比較 ・潮受堤防の有無が有明海の流動（潮位･流速･流向）の変化、特に潮 環境悪化が想定。
相当の経費が必要。気 では、その影響は、諫早湾周辺海域に止 位差の減少についての知見が得られる可能性。

まっていた。 ・背後地の農地の塩害、住宅地の排水不良などの影響も想象
・開門により大きく変化する諫早湾内の漁場環境につい・ ○さらに、年平均潮差、大潮差等の経時変 ・潮汐に関する観測・計算結果から、大きな視点からの動向は予測可 定。
て、開門前後の変化を連続的に観測する必要。海 化からは、潮受堤防の工事期間や最終締 能。開門すれば、より詳細な、局所的な情報や計算式が得られる可

切時の前後で明らかな変化はみられなか 能性。象
・諫早湾内の洗掘・濁りの程度、短期開門調査でわかった・ った。
こと、わからなかったことを踏まえて、開門調査に期待地 ［Ｂ 対策］・諫早湾内に限り、変動の成果が期待できるが、湾外の有明海では、
する成果現場で必要となる各種調査を整理しつつ、専門象 ○以上のことから、潮受堤防の締切は、諫 変動の成果は期待できない。 ・短期開門調査時における背後地への留意事項については、
委員会の意見集約を図るべき。・ 早湾外の有明海の流動（潮位、潮流）に どのような開門になるにしてもできるだけ配慮すること

対する主要な影響要因とはなっていな ・開門調査は諫早湾の流動の変化を引き起こし 成層化をし難くする｡ が望ましい。生 、
い。態

・全開にした場合、相当の範囲まで海底洗堀が起こり、樋系
門、潮受堤防の安全性が懸念。そのための護床、護岸対

）

策を綿密に検討する必要。［Ｂ 成果を得ることは困難とする意見］
・開門を行ったとしても、限定された条件で海水の導入と排水を繰り

・洪水、高潮、塩害などに対する防災機能が低下する事が返すものであり、流動は潮受堤防がない場合とは同じ状態にはなら
無いようにまた、開門調査により海域の環境保全・水産ず、締切の影響を検証することにはならない。
資源への悪影響を及ぼす事が最小限となるよう遂行され

・排水門の開度や期間等の制約条件のなかで、現地調査により、開門 ることが大前提。
により生ずるわずかな流動の変化を、気象・海象の要件等と区別で
きるかどうか疑問であり、殆ど不可能。

・流動変化が海域全体の水質、貧酸素水塊、底生生物等生物生産に与
える影響は未解明。

、 。・全開 制限付開門とも流動モデルの検証程度の成果しか得られない
（ 、 。）学術的には シミュレーション結果と実測結果の比較ができる

・短期開門調査と同じ水位変動の開門では、同じ成果しか期待できな
い。

・有明海の流動再生とする考え方であれば開門は一つの方法である
が、潮受堤防の潮位・潮流への影響の検討はできない。
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調 査 開門調査にあたっての （１） （２） （３）
開門総合調査の成果 検討キーワード 調査によって期待される成果 調査実施に想定される 調査にあたっての留意事項

項 目 ノリ委 見解 より 影響とその対策（ 「 」 ）

・開門調査に先だち、２～３年かけた環境影響評価、シミ②水質・干潟 ［Ａ 得られる成果についての意見］ ［Ａ 影響］○諫早干潟の水質浄化機能を推定したとこ ○水質
、 、(水質浄化機能 ろ 単位面積当たりの年間平均浄化量は ・調整池が感潮域環境に変化することに伴う水質変化の調査が可能。 ・全開にした場合 その過程で高濃度の濁りが発生 また、 、 、 。 、 ュレーションによる影響予測 調整池背後地の防災管理

漁民と背後地住民の同意が必要。の喪失と負荷の 窒素で10.6mgN/m2/日となり、諫早干潟 ただし、調整池内が感潮域環境へ収斂する期間は不明。 南北樋門間の潮受堤防近傍に浮泥が堆積することが想定○干潟浄化機能 。
の浄化量は、有明海に陸域から流入する増大）

・開門調査に要する背後地対策などの準備期間、諫早湾周負荷量の約0.5％に相当した。 ・海水導入によって調整池内の生態系が安定した時期までの長期の開 ・調整池内の生態系変化、諫早湾内の泥の流出による漁場○干潟生物
辺の漁場環境が急変する等のリスクが大きく、対策にも○また、潮受堤防の有無あるいは諫早干潟 門調査は、排出負荷量を算定するための推定資料として、ある程度 環境悪化が想定。
相当の経費が必要。の有無による水質への影響を検討したと の成果が得られる可能性。

ころ 化学的酸素量(COD) 栄養塩(T-N ・背後地の農地の塩害、住宅地の排水不良などの影響も想、 、 ，
・諫早湾の締切堤内全体を1つの系として捉え、この系内の物質循環 ・開門により大きく変化する諫早湾内の漁場環境についT-P)及び溶存酸素(DO)は、諫早湾外の有 定。
(Ｎ，Ｃなど)系の推定と、系内への流入、系外流出を加えた系全体 て、開門前後の変化を連続的に観測する必要。明海で有意な差はみられなかった。

○さらに、公共用水域水質測定等の水質観 ・調査当初は、淡水生物が死ぬことにより水質の悪化が予の物質収支を考えることで、おおよその干潟の浄化機能の評価は可
能。また、物質収支の調査モデルをグレードアップさせるという点 ・諫早湾内の洗掘・濁りの程度、短期開門調査でわかった測データを潮受堤防の締切前後で比較し 想される。
では意味がある こと、わからなかったことを踏まえて、開門調査に期待たところ、これに起因すると考えられる 。

する成果現場で必要となる各種調査を整理しつつ、専門ような水質の変化は確認されなかった。 ・調整池内で大量の生物が死滅・腐敗するので、調整池・
委員会の意見集約を図るべき。・諫早湾内、調整池内の水質のうちＳＳ濃度については調査が可能。 諫早湾とも水質悪化・悪臭発生。

○以上のことから、潮受堤防の締切は、諫
・開門調査当初は、干潟浄化機能を担うバクテリアの回復早湾外の有明海の水質に対する主要な影 ・干潟の一部にでも生態系が復元するなら、そのバイオマスや底質と
に時間がかかると予想。水質の改善や干潟浄化機能の回響要因とはなっていない。 水の含有物の継続的調査、脱窒能調査などにより局所的な浄化能の
復には、長期間の経過をみる必要。推定が可能であり、諫早湾特有の生態系特性の可能性を探ることも ［Ｂ 対策］

、重要。 ・短期開門調査時における背後地への留意事項については
・海水導入によって生ずる海水性の干潟の浄化機能を把握どのような開門になるにしてもできるだけ配慮すること
することは可能であるが、現在の淡水性の干潟の浄化機・調整池内の水質については 海水流入による改善効果が期待される が望ましい。、 。
能を把握することが必要。

・洪水、高潮、塩害などに対する防災機能が低下する事が
無いようにまた、開門調査により海域の環境保全・水産
資源への悪影響を及ぼす事が最小限となるよう遂行され［Ｂ 成果を得ることは困難とする意見］

・調整池への海水導入による水質の変化を調査することで、負荷の軽 ることが大前提。
減、調整池内の負荷生産量の変化の推定・把握がある程度得られる
が、締切以前の浄化機能を評価できるものではない。

・水質は気象状況等の要因により変化するものであり、また環境モニ
タリング結果から推定しても、開門調査により測定される水質と現
状を比較しても有意の差を得ることは極めて困難。

・海水導入により、調整池内に干出を繰り返す領域が生じ、淡水性生
物が死滅し、海水性の生物相ができるが、かつてのような泥質干潟

、 。には戻らず 潮受堤防がない状態の生態系は再現することは不可能

・かつての諫早干潟の浄化機能の評価・推定は、潮受堤防建設以前の
自然環境状態(主に潮汐変動(海水・潮汐時間・潮汐の大きさ)と境
界条件(流況等))が可能な限り再現されなければ評価は困難。

・海水導入しても、干潟の浄化機能が回復するためにはかなりの期間
を要するので、干潟浄化機能の検証は困難。

・流動変化が海域全体の水質、貧酸素水塊、底生生物等生物生産に与
える影響は未解明。生物の盛衰がどう評価できるのかを論じること
は困難。

・開門により、有明海の栄養塩、窒素が増加または削減する可能性は
極めて小さい。
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調 査 開門調査にあたっての （１） （２） （３）
開門総合調査の成果 検討キーワード 調査によって期待される成果 調査実施に想定される 調査にあたっての留意事項

項 目 ノリ委 見解 より 影響とその対策（ 「 」 ）

・開門調査に先だち、２～３年かけた環境影響評価、シミ③貧酸素水塊 ［Ａ 得られる成果についての意見］ ［Ａ 影響］○貧酸素現象について検討したところ、 ○貧酸素水塊
、 、(貧酸素水塊の 潮受堤防の締切は、佐賀県沖における貧 ・開門の時季、期間を選び、かつ多数の自記記録計を設置するなどす ・調整池内の生態系変化、諫早湾内の泥の流出による漁場 ュレーションによる影響予測 調整池背後地の防災管理

漁民と背後地住民の同意が必要。発生) 酸素現象の影響要因になっていないとと れば、かなりの成果が得られる可能性。 環境悪化が想定。○溶存酸素
もに、調整池からの排水は、諫早湾外の

・開門調査に要する背後地対策などの準備期間、諫早湾周有明海の塩分躍層の形成について、主要 ・開門により、排水に伴う密度成層の変化の調査が可能。 ・背後地の農地の塩害、住宅地の排水不良などの影響も想○塩分
辺の漁場環境が急変する等のリスクが大きく、対策にもな影響要因とはなっていない。 定。
相当の経費が必要。○水温 ・開門調査により新たに生ずる諫早湾内の堆積領域(還元が進む領域)

と洗堀領域(酸化が進む領域)の把握が可能。 ・調査当初は、潮受堤防内から排出される有機物が貧酸素
・開門により大きく変化する諫早湾内の漁場環境につい水塊発生の原因になることが予想される。
て、開門前後の変化を連続的に観測する必要。・潮受堤防の有無が貧酸素水塊発生に及ぼす影響が明らかになる。

・諫早湾内の洗掘・濁りの程度、短期開門調査でわかった・全面開放により 諫早湾の貧酸素解消に 多少の成果を期待できる、 、 。
こと、わからなかったことを踏まえて、開門調査に期待［Ｂ 対策］
する成果現場で必要となる各種調査を整理しつつ、専門・短期開門調査時における背後地への留意事項については、
委員会の意見集約を図るべき。どのような開門になるにしてもできるだけ配慮すること

が望ましい。［Ｂ 成果を得ることは困難とする意見］
・諫早湾内外の貧酸素は別個のものであり、開門しても、貧酸素水塊 ・開門調査は、少なくとも貧酸素水塊の出現前後で調査を
生成のメカニズムの解明は期待できない。 ・洪水、高潮、塩害などに対する防災機能が低下する事が 行う必要。

無いようにまた、開門調査により海域の環境保全・水産
・貧酸素水塊の発生は気象・海象・地象の時空間にわたる変化等、多 資源への悪影響を及ぼす事が最小限となるよう遂行され ・貧酸素水塊発生の記録を明らかにするため、連続測定機
くの要因が複雑に関係しており、開門調査によって締切の影響であ ることが大前提。 器を多数設置すべき。また、年数回の溶存酸素量の鉛直
るかどうかを判断することは困難。 ・水平分布調査を行うべき。

・環境モニタリングの経年変化をみれば、潮受堤防締切りの前後にお ・開門に伴う流速増加により生ずる浮泥の巻き上げによる
いてDOは横這いに推移しており、変化がみられておらず、開門調査 酸素消費速度増加の解明が必要。

、 。調査によって 貧酸素水塊発生の変化や減少を把握することは困難
・貧酸素水塊の発生は、気象及び水温や塩分による躍層の

・酸素消費量は室内実験でしか得られないので、開門と直接つながら 形成も関与するため、年変動が大きいと予想されること
ない。 から、複数年の調査が必要。



－4－

調 査 開門調査にあたっての （１） （２） （３）
開門総合調査の成果 検討キーワード 調査によって期待される成果 調査実施に想定される 調査にあたっての留意事項

項 目 ノリ委 見解 より 影響とその対策（ 「 」 ）

・開門調査に先だち、２～３年かけた環境影響評価、シミ④底質・底生生 ［Ａ 得られる成果についての意見］ ［Ａ 影響］○諫早湾及び周辺海域において、潮受堤 ○底質
、 、物 防の有無による潮汐変動に伴う、底質の ・全面開放により、諫早湾内の底質、生物の変化は見られる可能性。 ・調整池内の生態系変化、諫早湾内の泥の流出による漁場 ュレーションによる影響予測 調整池背後地の防災管理

漁民と背後地住民の同意が必要。（諫早湾の底質 粒度への影響を検討したところ、数値シ ただし、湾外の有明海への変化は期待できない。 環境悪化が想定。○底生生物
ミュレーションからは諫早湾湾口の一部の変化と底生生

・開門調査に要する背後地対策などの準備期間、諫早湾周物の減少） に底質の細粒化傾向がみられたが、環境 ・開門調査により新たに生ずる諫早湾内の堆積領域(還元が進む領域) ・背後地の農地の塩害、住宅地の排水不良などの影響も想
辺の漁場環境が急変する等のリスクが大きく、対策にもモニタリングのデータからは諫早湾湾口 と洗堀領域(酸化が進む領域)の把握が可能。 定。
相当の経費が必要。付近の底質の粒度に一定の変化傾向はみ

られなかった。 ・開門調査に伴い、調整池内が感潮域環境に変わることによる底生生 ・調査当初は、潮受堤防内から排出される有機物が貧酸素
・開門により大きく変化する諫早湾内の漁場環境につい物の変化の調査が可能。 水塊発生の原因になることが予想される。
て、開門前後の変化を連続的に観測する必要。

・底質の改善や底生生物の復活の可能性。 ・調査当初は、潮受堤防内に堆積している有機物の影響や
・諫早湾内の洗掘・濁りの程度、短期開門調査でわかった塩分濃度の急激な変化により、潮受堤防の外側の底質の
こと、わからなかったことを踏まえて、開門調査に期待悪化や底生生物への影響が予想される。
する成果現場で必要となる各種調査を整理しつつ、専門
委員会の意見集約を図るべき。［Ｂ 成果を得ることは困難とする意見］ ・ＳＳ濃度の増加による底生生物への影響が把握できるか。

・環境モニタリングによる潮受堤防外の底生生物の年間の出現種数や
出現個体数の経年変化をみても、潮受堤防締切り後においては相対 ・開門により、調整池内の新しい環境に対応した生物相が・開門に当たっては、洗掘と濁りの発生による影響予測を
的に増加の傾向にあるが、開門調査により潮受堤防外の底生生物は 構築されるまでには長期間を要する。中期の開門では、行う必要。
種類数においても個体数においても減少する可能性。 現在の生態系を破壊するのみ。

・開門調査により 潮受堤防外近辺の底質が変化する可能性 ただし ・底質の改善や底生生物の復活には、長期間を要する。、 。 、
［Ｂ 対策］開門により生ずる環境はかつての環境とは異なり、調査によって期

、待される成果は未知数。 ・短期開門調査時における背後地への留意事項については
どのような開門になるにしてもできるだけ配慮すること
が望ましい。・流動変化が海域全体の水質、貧酸素水塊、底生生物等生物生産に与

える影響は未解明。数年かけて調査しても、生物の盛衰がどう評価
・洪水、高潮、塩害などに対する防災機能が低下する事ができるのかを論じることは困難。
無いようにまた、開門調査により海域の環境保全・水産
資源への悪影響を及ぼす事が最小限となるよう遂行され
ることが大前提。
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調 査 開門調査にあたっての （１） （２） （３）
開門総合調査の成果 検討キーワード 調査によって期待される成果 調査実施に想定される 調査にあたっての留意事項

項 目 ノリ委 見解 より 影響とその対策（ 「 」 ）

・開門調査に先だち、２～３年かけた環境影響評価、シミ⑤赤潮・プラン ［Ａ 得られる成果についての意見］ ［Ａ 影響］○赤潮の発生指標となるクロロフィルａ ○水質
、 、クトン について、潮受堤防の有無あるいは諫早 ・開門により、調整池内の汽水性プランクトンから海洋性プランクト ・調整池内の生態系変化、諫早湾内の泥の流出による漁場 ュレーションによる影響予測 調整池背後地の防災管理

漁民と背後地住民の同意が必要。(赤潮の増加) 干潟の有無による影響を検討したとこ ンへの変遷を調査することは可能。 環境悪化が想定。○日射量
ろ、諫早湾外の有明海では明らかな差は

・開門調査に要する背後地対策などの準備期間、諫早湾周みられなかった。 ・開門調査によって赤潮発生の潜在要素である植物プランクトン種構 ・背後地の農地の塩害、住宅地の排水不良などの影響も想○貧酸素
辺の漁場環境が急変する等のリスクが大きく、対策にも成の変化を明らかにすることが可能。 定。
相当の経費が必要。

・開門調査による海水導入による有明海海域への影響の調査は、数値 ・現在は、調整池内で汽水性プランクトンによる赤潮が発
・開門により大きく変化する諫早湾内の漁場環境につい解析(流動・水質モデル)の検証データとして有用。 生し 諫早湾内に流出しても 塩分濃度差で死滅するが、 、 、
て、開門前後の変化を連続的に観測する必要。開門により調整池内に海洋性プランクトンによる赤潮が

・本来の赤潮原因プランクトンの発生状況が明らかになる。 発生した場合、諫早湾内に拡大することが想定。
・諫早湾内の洗掘・濁りの程度、短期開門調査でわかった
こと、わからなかったことを踏まえて、開門調査に期待・調整池からの高い栄養塩レベルの排水が諫早湾内に流入
する成果現場で必要となる各種調査を整理しつつ、専門することになり、さらなる富栄養化の進行と、鞭毛藻赤
委員会の意見集約を図るべき。［Ｂ 成果を得ることは困難とする意見］ 潮発生増加が懸念。

・環境モニタリングによる潮受堤防外の植物プランクトンや動物プラ
ンクトンの経年変化は相対的に横這いに推移し、潮受堤防の締切前 ・調査当初は、潮受堤防内の栄養塩が外に出て、それが要 ・広域な赤潮を把握するために人工衛星によるクロロフィ
後で大きな変化はない。開門調査においても、急激な排水による一 因で赤潮を形成し、周辺の生物に影響することが予想さ ル画像を撮影し、現場海水の検鏡と併せて解析を行うべ
時的な変化はあるにしても、諫早湾全体では動植物プランクトンに れる。 き。
顕著な変化が認められないことが想定される。

、 、・赤潮原因となる植物プランクトンの増減は 降雨や日照
水温や塩分などの影響をうけるため変動が大きく、少な・諫早湾内のプランクトンの発生は、栄養塩のほか気象・海象条件に
くとも３年以上の調査が必要。左右されるのため、開門による影響かどうか予測が不明。 ［Ｂ 対策］

、・短期開門調査時における背後地への留意事項については
・赤潮の発生メカニズムが未解明のままで、また発生種によってもメ どのような開門になるにしてもできるだけ配慮すること
カニズムに相違があるといわれている状況の下で、その原因を特定 が望ましい。
し、まして物理的要因(特に、潮受堤防締切)と直結させることは現
在の科学技術では困難な問題。 ・洪水、高潮、塩害などに対する防災機能が低下する事が

無いようにまた、開門調査により海域の環境保全・水産
・潮受堤防締切の影響があるとすれば、有明海域に対する負荷の増大 資源への悪影響を及ぼす事が最小限となるよう遂行され
(淡水負荷の量と質および負荷点(水門位置からの負荷へ移動)の変 ることが大前提。
化)、局所的流動の変化などが主に考えられるが、これらが赤潮の
発生増加に直結するかどうかは不明。

・赤潮発生メカニズムがよく分かっていない中で開門調査を行ったと
しても、要因を区別することができない。

・赤潮は気象条件が大きく影響しており、開門調査によって評価する
ことは極めて困難。
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調 査 開門調査にあたっての （１） （２） （３）
開門総合調査の成果 検討キーワード 調査によって期待される成果 調査実施に想定される 調査にあたっての留意事項

項 目 ノリ委 見解 より 影響とその対策（ 「 」 ）

・開門調査に先だち、２～３年かけた環境影響評価、シミ利 ⑥漁業生産 ［Ａ 得られる成果についての意見］ ［Ａ 影響］○ノリの作柄
、 、用 (タイラギ、ア ・開門調査に伴う海水の導入により、大型珪藻の赤潮の広域的かつ連 ュレーションによる影響予測 調整池背後地の防災管理・調整池内の生態系変化、諫早湾内の泥の流出による漁場

続的な発生が抑止できることが明らかなることを期待。 漁民と背後地住民の同意が必要。・ サリ等の減少、 ○タイラギ、アサリ等 環境悪化が想定。
の減少開 成育不良および

・数値シミュレーションでは評価ができない赤潮、底生生物、漁業生産等 ・開門調査に要する背後地対策などの準備期間、諫早湾周発 稚貝の斃死) ・背後地の農地の塩害、住宅地の排水不良などの影響も想
を評価するため、開門調査が必要。(特に1997年以降の不漁との対比) 辺の漁場環境が急変する等のリスクが大きく、対策にも○その他の生産 定。

相当の経費が必要。
・タイラギについて、異常へい死「立ち枯れ」との関連を明らかにす ・排水門を開放した場合に生ずる大きな流速の発生により底泥

・開門により大きく変化する諫早湾内の漁場環境についることが可能。また、資源回復の兆しが認められない荒尾地先にお が巻き上がり、堆積することによる漁業への影響を考慮すべ
て、開門前後の変化を連続的に観測する必要。けるアサリ減少原因との関連の解明が可能。 き。

・諫早湾内の洗掘・濁りの程度、短期開門調査でわかった・調査開始当初は、特に諫早湾周辺の漁場は環境が悪化す
こと、わからなかったことを踏まえて、開門調査に期待る恐れがある。
する成果現場で必要となる各種調査を整理しつつ、専門［Ｂ 成果を得ることは困難とする意見］
委員会の意見集約を図るべき。・漁業生産の変動要因は様々なものが考えられ、また、魚種により変 ・有明海内の流れが変化することにより、アサリ浮遊幼生

動要因は異なるため、その解明は困難。開門が直接にこれらの変動 の移動に変化が生じ、現在獲れている漁場が悪くなる可
・開門総合調査では生物関係の調査が手薄であり、開門調要因解明に繋がることは期待できない。(現在行政特研や各県の解 能性がある。
査を行う場合には、この点を踏まえて調査を行うべき。明への努力が継続中)

・開門により、諫早湾内のＳＳ濃度が最大で数千ppmを越え
・漁業への影響、特に貝類については、生産につながるま・高密度のノリの生産が行われている有明海では、栄養塩管理という ることが予想され、貝漁場へどれほどの影響が及ぶか不
でには３年程度かかることを考慮すべき。新たな視点からの水質管理が必要。開門調査により、ノリ不作の原 明。シミュレーションによる精査が必要。

因が解明でき、その原因が干拓事業であると断定することは極めて
・開門により、諫早湾内の泥の巻上げ・浮泥の堆積など漁 ・開門調査に当たっては、シミュレーション等ほかの評価困難。
業環境の悪化を起こす恐れ。 手法による検証も考慮しながら調査をしないと因果関係

・二枚貝の生産は1979年以降減少しており、その原因については未解 の解明は不可能。
明。貝類減少の原因の究明は西日本に共通した課題。干拓事業の影
響は、少なくとも貝類減少の主因とは考えられず、開門調査により

［Ｂ 対策］原因を解明することは困難。
、・短期開門調査時における背後地への留意事項については

・ノリ漁場と樋門との距離があり、開門による流況、栄養塩の補給、 どのような開門になるにしてもできるだけ配慮すること
その他の影響は微少で因果関係がないことが第３者委員会で指摘さ が望ましい。
れており、開門によって生産性があがるかどうかは、現在の知見で
は不明。 ・洪水、高潮、塩害などに対する防災機能が低下する事が

無いようにまた、開門調査により海域の環境保全・水産
・開門による潮流の変化が漁場に与える影響、ＳＳ濃度の増加による 資源への悪影響を及ぼす事が最小限となるよう遂行され
漁場に与える影響等を分離し、締め切りの影響の分析をすることは ることが大前提。
不可能。

・数年の開門によっても生物生産について成果があるかどうか疑問。
様々な要因が様々な生物種毎に異なり、開門調査でわかるという単
純なことではない。

・貝類の生産には様々な要因が重なっており、一番の要因は浮泥の堆
積。数年かけて調査しても、解明できるかどうか確実性がない。
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（４）調査のあり方 （５）その他

（ 中・長期開門調査の必要性に関する意見 ） （ 有明海の環境メカニズムをさらに追求すべきだとする意見 ）［ ］ ［ ］
～漁業者に対する説明の観点～ ～流動～
・ノリの色落ちは諫早湾で発生する赤潮の原因であると漁業者は非常に不安視。これを解消するには開門 ・従来いわれていた潮汐残差流とは異なった流向である大浦沖で中層での北流を示す平均流をとそ
が必要。 の季節変動の確認は、諫早湾から有明海湾奥部への物質移動の様態を検討するのに重要。

～貧酸素水塊～・潮位・潮流は漁業生産にとって最も大きな問題。流動が変わっているというのが漁業者の実感である
・貧酸素水塊の発生経緯の推定は非常に困難。過去(地質学的には極めて近代の5～10～20年)の底が、原因は不明であるので、開門調査により原因を明確にしなければ、漁業者は納得できない。
質層に対して数年単位の年代測定分析ができれば可能かもしれないが、現状では無理。

・大きく開門して有明海湾奥の漁場がどう変化するか漁業者に見てもらう現地調査が必要。
・貧酸素水塊の初期発生海域や発生規模、発生後の移動様式を把握することが重要。

・中期の開門を実施し、その後、長期の開門調査について考えていかないと漁業者は納得しない。
・有明海湾奥における底生生物の減少の原因は貧酸素現象。いつ、どこで貧酸素現象が発生するかを解
明するためには、より詳細な現地調査が必要。～未解明の事象の解明に対する期待～

・ノリ不作等第三者委員会の見解や最終報告書を最大限この意見を尊重し、排水門をできる限り大き
～底質・底生生物～く開けて、長期にわたる開門調査を行うことは是非必要。
・底生生物の減少の要因と思われる“底質の悪化”や“水質の悪化”には自然条件の変化や人為的

・有明海の広域にわたるプランクトン、底生生物、漁業生産等の生物関係調査、さらには底質、突発 な環境改変に伴う様々な要因があり、有明海域全体として慎重に検討する必要。
的に発生する貧酸素水塊についての周年変化を把握するには、シミュレーションではなく、長期の
できる限り開度の大きい開門調査が必要。 ・底質からの栄養塩や微量重金属等の溶出を明らかにする必要。

・底棲生物の生態に影響を及ぼすであろう海水ー堆積物境界部の酸素濃度の詳細な把握が必要。・有明海全体において 締切後に広範かつ長期間にわたり 赤潮の発生がみられるようになっており、 、 、
諫早湾近傍で多く、大牟田近傍で少ないことから、締切との関連性について開門調査により確認す

～赤潮～べき。
・赤潮は栄養塩、日照時間、透明度、貧酸素、風波による表面の擾乱等発生と消滅の因果関係は未
だに不明。メカニズムの解明が急務。～その他～

・対策に経費、労力が嵩むとしても、開門調査は実施すべき。
・赤潮が発生しやすい海域か否かの判断を行う要素の一つとしての栄養塩レベルの状況把握は重
要。

・植物プランクトン現存量のプロキシーとしてクロロフィル濃度の季節変動の把握も重要。（ 中・長期開門調査の目的を明確にして臨むべきとの意見 ）［ ］
・開門調査は有明海の環境変化の原因を探求し、その回復の方策を探る総合的な調査の一環であり、

～漁業生産～排水門を開けること自体が目的ではない。
・貧酸素に対する耐性、長期間の減少傾向による種苗の減少、エイの食害、流動の低下に伴う底質の泥
化等により底生生物は減少。漁業生産は個別地域の調査が必要。・開門調査は、海水導入による調整池からの水質負荷減少が、有明海全体への改善策としてどの程度

有効かを調べる手立ての１つとしての位置付け。
・２枚貝の成長不良、稚貝の壊死については、その原因を調査することがまず必要。

・今日の有明海の環境悪化の原因分析と再生方策については、海域全体の物理化学的環境と生物生産
・貝類の生育にもっとも影響するといわれているのは、まず底質、次いで水質。海域全体における過程を視野に入れた総合的取り組みが必要。諫早湾干拓事業の影響もこの枠組みの中で進められる
貝類の減少は、底質が泥質化し、さらに汚泥化した浮泥が海域全体に拡大していることと対応。べき。
また、水質の悪化(その要因は自然環境の変化、人為的インパクト(内陸からの負荷の質・量の増

・環境を構成する多種多様な諸要素に対する科学的アプローチの方法には、現地調査、過去の調査・ 大、酸処理、砂の採取等))が海域全体で進行している裏づけと考えられる。
研究データの整理・分析、実験、数値シミュレーション、モニタリング調査などがあり、段階や目

～平成１２年ノリ不作～的に応じて適切な方法の組み合わせを選別することが必要。調査にあたっては、何を調査するかで
・平成１２年のノリ不作の原因同様、平成１３年と１４年のノリの豊作の海象・気象条件についてはなく、何のために調査するかの調査目的を明確にしておくことが肝要。
も明らかにすべき。

・ノリ不作の原因は富栄養化が原因とされているが、有明海では流入負荷量に対し、ノリが要求す
る量がほかの海域より大きくなっており、富栄養化→赤潮→ノリ不作という図式だけで議論する（ 中・長期開門調査の具体的な方法に関する意見 ）［ ］
ことは疑問。～開門の方法（開度や期間等）～

・潮受堤防完成と有明海の流動の変化や生物群集の回復と浄化機能の関係、成層化の形成規模、漁業
者のいう赤潮初期発生海域等の解明等との因果関係を明らかにするため、出来る限り開度が大きく
水位変動の大きい長期間の開門が望ましい｡

（ 諫早湾干拓事業と有明海の環境変化に関する意見 ）［ ］
・締切により諫早湾の干潟が失われ、本来の自然環境下で干潟が有する(とされる)、浄化機能が発・開門調査は、潮受堤防内の生態系への影響を調査する点において主に意味がある。潮受堤防外への
揮されないのは明確。生態系への影響を調査するためには、数年間の長期間が必要。

・中期の開門では、現在の調整池内の淡水性動植物の生態系を破壊するのみ。干潟生物が定着し、浄 ・調整池水質の富栄養化と流動の停滞が原因となって、調整池前面が赤潮の初期発生海域になり、
化機能が生ずるまでには、数年かかることが予想される。数ヶ月程度の開門では、干潟の浄化機能 貧酸素が発生している可能性。
を定量的、定性的に予測することは難しい。

貧酸素は各々の海域で発生。諫早湾と有明海湾奥の赤潮発生は連動していない。底生生物の減少・
をもたらす有明海湾奥の貧酸素現象の原因がすべて諫早湾にあるとは言い切れない。・短期の場合とは時季、流量、水位など、少なくとも１つは異なるやり方でないと意味がない。

・貧酸素水塊発生の要因には、有明海海域全体における底質の悪化(泥質化)、負荷の増大、流れの～調査体制～
停滞、潮汐の変化、海砂採取後の窪地、赤潮増大、海水温の上昇等が考えられるが、これらの全・開門調査を行うに当たっても、平成１２年のノリ不作時同様、４県等地元の研究機関がフォローす
てが締切の影響によってのみ発生したと断定できるものではなく、むしろ他の要因による影響がることが重要。
大きいと考えられる。

～制約条件～
・開門調査が一連の干拓事業によるノリ不作や赤潮発生の増加、底棲生物の減少等生態系への影響の ・例えば，潮受堤防完成前後で出現している底棲生物群集は好気的環境に適応しているのか、ある
解明を目的とするならば、制約条件をできるだけ少なくして実施することが望ましい。 いいは嫌気的環境に適応しているのか等既存資料の質的評価を行う必要。

・潮受堤防の近傍においては、底質の変化は流動低下(流速が０になった)による影響が大きいとも・開門による貧酸素水塊の検討は 有明海全体で行うのは難しいので 諫早湾内に限定して行うべき、 、 。
考えられるが、諫早湾内域における底質の細粒化や浮泥堆積に関しては、締切による流動低下の
みで説明はできず、諫早湾外からの影響をも考慮する必要。・まず、調査目的を明確にし、そのために必要な方法を想定し、それに対する制約があるかという議

論の仕方が必要。
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（４）調査のあり方 （５）その他

・ノリ資源量は潮受堤防の有無に関わらず大きな変動をしてしており、潮受堤防が直接の影響であ
るとは判断できない。また、タイラギやアサリの資源量の低下も潮受堤防完成前に進行している
ことから、直接的な影響は考えられない。

・有用貝類の減少が締切以前から始まっていることは、減少の要因が締切のみの影響でないことを
意味。ただし、締切によって潮受堤防近傍で流れの滞留が生じ、これに伴い底質の泥質化が進行
し、これが何らかの要因によって汚泥化し、貧酸素化に繋がるという、その原因の1つとしては
考慮に入れる必要。

（ 開門調査以外の調査手法に関する意見 ）［ ］
～シミュレーションの活用、精度向上～
・赤潮の発生(確認)は植物プランクトンの異常増殖とその後の風や流れの集積効果に起因すること
が多い。現行のシミュレーションでは赤潮の出現過程を再現し、予測するのは困難。

・国調費モデルは現地調査や短期開門調査結果により検証されており、潮位・流動はシミュレーシ
ョンモデルによる予測で充分。

・水温、塩分濃度、潮位・潮流については、シミュレーションで充分カバーが可能であり、これに
よる予測結果から有明海環境改善につながる対策を模索すべき。

・実際の海域における流動場は、地象・気象・海象条件に支配され、時々刻々変化するので、海域
調査結果の解釈・検討は極めて困難。流動の変化に関する調査は、現地調査によるよりも、条件
を限定し、比較が容易に可能な数値解析による検討の方がはるかに優れていると思われる。

・数値シミュレーションを行うに当っては、更にそのグレードアップを図る必要。メッシュ分割で
は、更に詳細の結果が得られるように細分化による計算が必要であるし、表層の薄い部分の流動
が評価できるよう進展すべき。

・物理・化学的な環境項目は国調費によるモデルの再現精度を上げることでこれまでの不十分な点
を補完することは可能。ただし、大浦沖の北流の有無等個別の項目については、現場調査によっ
て十分にモデルの妥当性を確認する必要。その後、モデルに基づいたシミュレーションでノリ不
作や資源量の減少を検証すべき。

、 、 、 、・有明海の環境変化の原因は単一のものではなく 温暖化 陸水 河川からの砂供給の変化があり
シミュレーションは完全ではないが、原因分析手法としては、他の方法よりは優れている。シミ
ュレーションのグレードアップや過去のデータの整理という方法も踏まえ、開門調査のあり方を
検討すべき。

・総合開門調査の結果や国調費による調査結果では、潮受堤防による潮位・潮流，水質，貧酸素現
象、赤潮発生指標とされたクロロフィルaへの影響は見られなかったか或いは小さいとしている
が、これらの環境変化が生物群集へ与える影響は、ある程度の時間経過の後に現れてくることも
十分に考慮しておく必要。

～現地調査やデータ解析の充実～
・中・長期開門調査によらなくても、開門総合調査における類似干潟の現地調査と実験室調査を継
続することによって成果が期待できる。

・水質や干潟浄化機能を議論する場合、調整池の水質が有明海にどのような影響を及ぼしているか
の解明が本来の目的。現状の水質データの解析により、その影響を把握可能。

・調整池の排水と赤潮の関係については未解明であり、開門調査の議論以前に、調整池内の水でプ
ランクトンの培養実験をして、赤潮発生への寄与等に関し、基礎的な調査が必要。

・開門調査以前に、短期開門調査や類似干潟の調査結果等を踏まえて開門を検討すべき。開門あり
きという議論では負の影響が大きい。

～その他～
・数値シミュレーションの精度が高まっただけという結果に終わるのは負の影響が大きい。

・行政特研の結果をみて考えるべき。


